
別
府
の
行
政
事
情
（
行
政
年
表
）
－
最
終
回
－

　
本
誌
が
創
刊
さ
れ
て
か
ら
、
早
く
も
Ｉ
〇
年
の
歳
月
が
経
つ
。

藤
内
喜
六
先
生
、
安
部
巌
先
生
ら
が
中
心
と
な
っ
て
作
ら
れ
た
郷

土
史
の
本
誌
の
創
刊
号
は
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
十
二
年
）
十
二

月
で
、
そ
の
時
の
会
員
は
約
二
三
〇
名
ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
後
、

一
〇
年
の
間
、
お
二
人
の
会
長
や
理
事
・
会
員
も
か
な
り
の
方
が

物
故
さ
れ
、
追
悼
の
念
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。

　
藤
内
先
生
と
は
昭
和
三
十
五
、
六
年
頃
、
ま
だ
私
が
高
校
社
会

科
教
師
の
折
、
高
校
生
と
内
成
地
区
の
史
蹟
と
キ
リ
シ
タ
ン
墓
の

調
査
に
行
き
、
安
部
先
生
・
後
藤
武
夫
氏
（
本
会
副
会
長
）
も
同

行
し
た
こ
と
を
想
い
出
し
ま
す
。

　
安
部
先
生
と
は
、
昭
和
四
十
八
年
刊
の
「
別
府
市
誌
」
で
の
共

同
執
筆
以
来
の
学
兄
、
そ
の
時
の
監
修
者
・
兼
子
俊
一
教
授
（
大

分
大
）
も
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
創
立
に
際
し
て
、
ま
た
今
日
ま
で

貢
献
さ
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
析
る
次
第
で
す
。

大
野
　
保
治

　
こ
れ
ま
で
九
回
に
わ
た
り
執
筆
し
た
課
題
シ
リ
ー
ズ
の
主
な
内

容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
創
刊
号
Ｉ
維
新
直
後
の
社
会
（
政
治
）
事
情
、
大
小
区
制
な
ど

　
第
二
号
－
別
府
正
義
隊
、
県
速
と
当
時
の
生
活
、
衛
生
行
政

　
第
三
号
Ｉ
別
府
屯
所
と
警
察
組
織
、
犯
罪
状
況
、
西
南
戦
争

　
第
四
号
－
道
路
・
河
川
、
交
通
事
情
、
駅
逓
、
郵
便
役
所
な
ど

　
第
五
号
Ｉ
農
業
・
漁
業
と
村
人
の
日
常
生
活
、
勧
業
施
策
と
温

　
　
　
　
　
泉
施
設
、
温
泉
取
締
規
則
、
特
産
品
の
こ
と
な
ど

　
第
六
号
１
学
制
、
私
塾
か
ら
近
代
教
育
へ
、
当
時
の
教
育
事
情

　
第
七
号
Ｉ
郡
制
と
町
村
制
の
確
立
、
民
会
と
当
時
の
選
挙
事
情

　
第
八
号
Ｉ
別
府
五
村
、
別
府
・
浜
脇
両
村
の
町
制
施
行
、
財
政

　
　
　
　
　
状
況
、
温
泉
利
用
と
宿
屋
営
業
、
取
締
規
則
な
ど

　
第
九
号
‐
郡
制
、
速
見
郡
の
概
況
、
別
府
・
浜
脇
両
町
合
併

「
帽
削
元
年
一
〇
王
政
復
古
　
○
政
体
書
頒
布
　
○
キ
リ
シ
タ
ン
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マ
レ
川
仲
川
」
」
禁
令
（
太
政
官
布
告
）
○
維
新
政
府
の
直
轄
地
と

　
し
て
「
日
田
県
」
成
立
（
約
三
年
牛
つ
づ
く
）
。
別
府
地
方
い

　
そ
の
支
配
下
に
入
る
。
○
初
代
知
事
は
松
方
正
義
（
旧
薩
摩
藩

　
古

Ｏ
「
別
府
生
産
会
所
」
設
立
（
資
本
金
五
万
八
五

〇
〇
余
両
）
○
松
方
知
事
、
別
府
御
料
地
巡
回
。

築
港
の
急
務
を
説
く
。
工
事
費
一
万
二
三
〇
〇
両
で
翌
三
年
二

月
着
工
○
郷
兵
と
し
て
「
別
府
正
義
隊
」
発
足
。
隊
員
は
約

五
〇
名
、
本
営
は
西
法
寺
　
○
別
府
村
き
っ
て
の
富
豪
、
荒
余

呉
石
死
去
（
長
男
は
猪
六
）

○
九
月
の
台
風
で
規
制
の
突
堤
破
損
○
日
田
竹

槍
一
揆
で
日
田
県
属
、
高
橋
敬
一
　
（
元
亀
川
村
庄

屋
）
戦
死
○
大
楽
事
件
の
「
脱
走
兵
騒
動
」
起
き
る
。
○
枝

郷
組
頭
（
大
野
六
郎
）
志
高
溜
池
普
請
嘆
願
書
提
出

○
廃
藩
置
県
○
文
部
省
設
置
○
断
髪
令
・
廃

刀
令
　
○
豊
後
の
国
は
「
大
分
県
」
と
し
て
出
発
。

　
ハ
郡
一
七
町
一
八
〇
一
村
に
編
成
（
豊
前
の
宇
佐
・
下
毛
二
郡

　
は
小
倉
県
に
編
入
）
　
○
別
府
築
港
完
工
、
功
労
者
は
高
倉
定

三
（
別
府
村
庄
屋
）
・
日
名
子
太
郎
兵
衛
・
松
尾
彦
七
・
堀
清

左
衛
門
ら
。
○
政
府
、
別
府
港
を
一
等
港
に
指
定
す
る
。

○
戸
籍
調
査
（
壬
申
戸
籍
）
、
地
租
改
正
実
施

○
初
代
県
令
（
参
事
）
森
下
景
端
（
旧
岡
山
藩
士
）

、
府
内
（
大
分
）
に
着
任
（
一
月
十
八
日
）
。
県
庁
整
備
、
県

達
次
つ
ぎ
に
発
す
。
○
政
府
、
「
大
小
区
制
」
採
用
。
県
下
は

八
入
区
一
五
九
小
区
に
編
成
。
速
見
郡
は
第
二
大
区
、
郡
長
は

米
良
海
堂
Ｏ
「
学
制
」
頒
布
、
県
下
に
学
校
が
立
ち
始
め
る
。

○
別
府
郵
便
役
所
（
郵
便
局
）
開
設
、
初
代
局
長
は
安
部
清
蔵

○
野
ロ
ー
境
川
間
の
道
路
開
通
○
浜
脇
温
泉
・
不
老
泉
、
県

費
で
改
修
○
十
一
月
、
県
中
四
郡
一
揆
　
○
太
陰
暦
廃
止
、

太
陽
暦
採
用
（
十
二
月
三
日
が
六
年
言
言
日
に
）
○
文
明
開

化
の
県
達
続
く
。
○
芸
妓
開
放
令
で
別
府
芸
妓
が
騒
動

○
内
務
省
設
置
　
○
天
長
節
・
紀
元
節
な
ど
制
定

○
地
租
改
正
、
徴
兵
制
度
反
対
一
揆
、
全
国
に
。

○
神
仏
分
離
令
で
神
社
の
社
格
決
定
。
ハ
幡
朝
見
神
社
、
別
府

村
の
村
社
に
。
○
海
門
寺
学
校
・
石
垣
学
校
な
ど
開
く
。
○
大

阪
商
船
の
益
丸
（
一
八
ト
ン
）
就
航
　
○
大
洪
水
で
境
川
周
辺

の
田
流
失
、
七
年
間
免
租
の
措
置
　
○
海
港
道
路
修
築
規
則
制

定
、
全
国
の
河
川
を
一
大
二
等
に
、
道
路
の
整
備
も
行
う
。
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○
板
垣
退
勤
ら
、
民
選
議
院
設
立
の
建
白
書
提
出

Ｏ
「
医
制
」
頒
布
　
○
西
郷
、
鹿
児
島
に
私
学
校

開
設
　
○
鶴
見
の
大
男
火
売
神
社
焼
失
　
○
台
風
襲
来
で
生
石

村
Ｉ
浜
脇
村
海
岸
の
往
還
補
修
上
申
書
提
出
、
県
費
で
修
復
。

○
こ
の
頃
、
明
欝
で
「
湯
の
花
」
製
造
に
着
手
す
る
。

○
元
老
院
、
大
審
院
設
置
。
○
地
方
言
会
議
開
催

○
医
務
行
政
、
文
部
省
か
ら
内
務
省
へ
。
各
府
県

に
衛
生
課
を
置
く
。
○
大
分
県
布
告
で
町
村
区
画
改
正
。
小
区

改
正
で
速
見
郡
は
第
一
三
小
区
（
平
道
・
内
カ
マ
ド
・
野
田
・

亀
川
の
四
村
）
、
第
一
四
小
区
（
鉄
輪
・
鶴
見
・
北
石
垣
・
南

石
垣
）
、
第
一
五
小
区
（
別
府
・
浜
脇
・
立
石
・
東
山
）
、
第

　
一
七
小
区
（
南
端
・
天
間
）
に
。
郡
制
施
行
で
日
出
に
郡
役
所

を
置
く
。
○
夏
二
回
の
大
暴
風
雨
、
別
府
港
大
破
損
○
別
府
１

大
阪
間
に
客
船
就
航
○
府
内
（
大
分
）
Ｉ
杵
築
街
道
、
二
等

道
路
に
。
○
朝
見
川
・
春
木
川
が
二
等
河
川
に
指
定
さ
る
。

○
郵
便
役
所
を
郵
便
局
と
改
称
、
五
等
級
制
へ
。
別
府
郵
便
局

は
四
等
○
内
陸
海
運
会
社
の
別
府
村
取
扱
所
開
く
。
○
別
府

村
に
「
別
府
屯
所
」
　
（
県
第
ハ
屯
所
）
置
か
れ
る
。
○
鉄
輪
渋

の
湯
新
築
　
○
南
立
石
学
校
開
く
（
海
霊
寺
）

○
宇
佐
・
下
毛
二
郡
、
大
分
県
に
編
入
。
○
道
路

を
国
道
・
県
道
・
里
道
に
区
分
整
理
、
小
倉
街
道

　
（
小
倉
Ｉ
別
府
Ｉ
府
内
）
三
等
国
道
に
。
○
こ
の
頃
の
別
府
諸

村
の
湯
宿
軒
数
Ｉ
別
府
二
Ｉ
、
浜
脇
三
〇
、
堀
田
一
八
、
鉄
輪

三
四
、
亀
川
八
の
計
一
一
一
軒
。
○
同
じ
く
人
口
数
な
ど
。
別

府
村
Ｉ
男
一
五
四
Ｔ
人
、
女
ヱ
八
四
一
人
、
計
三
一
八
二
人
。

牛
馬
計
三
七
三
頭
、
船
二
八
隻
、
人
力
車
三
〇
輛
。
浜
脇
村
Ｉ

人
口
二
四
三
九
人
、
船
八
三
隻
、
人
力
車
三
〇
輛
（
以
上
、
「

速
見
郡
村
誌
」
）
　
○
銭
瓶
峠
往
還
（
高
崎
街
道
）
廃
止

○
西
南
戦
争
（
一
月
～
十
月
）
○
県
北
一
揆
。
中

津
隊
六
〇
余
名
回
天
丸
で
別
府
に
上
陸
、
朝
見
峠

　
よ
り
由
布
院
へ
。
官
軍
の
軍
艦
（
浅
間
丸
）
、
別
府
へ
入
港
。

　
中
津
隊
、
西
郷
軍
に
合
流
　
○
別
府
学
校
に
分
校
と
し
て
浜
脇

　
学
校
開
校
　
○
小
倉
Ｉ
中
津
Ｉ
大
分
に
電
信
（
電
報
）
開
通

　
○
別
府
屯
所
、
大
分
警
察
署
の
別
府
分
署
に
。
○
別
府
港
移
出

　
入
物
資
の
状
況
Ｉ
（
移
出
）
生
姜
・
米
・
青
趾
・
炭
・
竹
な
ど
。

　
　
（
移
入
）
砂
糖
・
備
後
表
・
塩
・
大
根
・
反
物
・
材
木
な
ど

　
　
（
「
別
府
村
史
」
）
。

コ
即
㈹
ャ
ー
つ
ず
一
〇
全
国
の
府
県
に
「
府
県
会
」
、
大
区
・
小
区
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し
辻

に
議
会
の
「
民
会
」
創
設
　
○
東
京
府
会
開
会

○
東
京
商
業
会
議
所
（
の
ち
商
工
会
議
所
）
開
所
　
○
三
新
法

制
定
　
○
大
小
区
制
廃
止
、
県
下
は
こ
一
部
九
町
一
　
こ
Ｉ
ハ
村

へ
。
○
郡
に
郡
長
（
任
命
制
）
、
町
村
に
戸
長
置
く
（
公
選
制
）

。
○
速
見
郡
長
に
長
渾
常
山
任
命
、
五
等
県
属
で
月
俸
三
五
円
。

別
府
戸
長
（
年
額
）
七
二
円
、
浜
脇
戸
長
同
六
〇
円
　
○
速
見

郡
下
、
徴
兵
検
査
開
始
　
○
第
一
四
・
一
五
連
合
小
区
会
で
議

長
に
矢
田
希
一
　
（
南
石
垣
村
）
、
副
議
長
に
荒
金
宗
十
郎
（
別

府
村
）
を
選
出
　
○
県
、
貸
座
敷
規
則
・
娼
妓
規
則
制
定

　
明
治
十
二
年
　
○
沖
縄
県
設
置
（
琉
球
藩
廃
止
）
　
○
東
京
招

言
言

４
　

０
い
パ
ド
パ
‥
付
√
Ｈ

し
て
「
教
育
令
」
公
布
。
当
時
、
小
学
校
は
四
年
制
、
授
業
料

は
月
上
等
校
一
五
銭
、
中
等
一
〇
銭
、
下
等
五
銭
ほ
ど
。
就
学

率
は
四
一
％
　
○
県
民
会
廃
止
、
県
会
議
員
選
挙
実
施
（
第
一

回
）
。
議
員
定
数
四
七
名
　
○
県
下
に
コ
レ
ラ
大
流
行
（
県
下

の
罹
患
者
数
千
人
）
、
別
府
地
区
患
者
数
二
三
七
人
（
死
者
一

三
七
人
）
。
共
浴
場
へ
の
入
浴
並
び
に
入
湯
厳
禁
。
竹
瓦
温
泉

が
検
査
所
、
朝
見
の
長
松
寺
が
臨
時
避
病
院
に
。
○
秋
、
第
一

回
通
常
県
会
　
開
か
れ
る
（
万
寿
寺
）
。

－

－

－

♂

　
明
治
十
三
年
　
○
内
務
省
、
農
事
会
（
の
ち
農
会
）
普
及
に
の

〔
づ
づ
づ
犬
七
八
〕

り
出
す
。
○
県
域
の
警
察
組
織
確
立
。
日
出
警

察
署
の
分
署
と
し
て
別
府
分
署
（
の
ち
別
府
警
察
署
）
開
設

○
第
二
回
県
議
補
選
で
矢
田
希
一
が
別
府
最
初
の
県
議
に
当
選

○
県
公
立
病
院
（
の
ち
県
立
病
院
）
大
分
町
に
開
設
、
初
代
院

長
に
鳥
潟
恒
吉
（
秋
田
県
出
身
）
○
別
府
Ｉ
大
阪
間
に
山
城
丸

　
（
三
〇
〇
ト
ン
）
就
航
　
○
南
小
学
校
、
別
府
学
校
（
北
小
学

校
）
よ
り
分
離
独
立
　
○
朝
見
の
ハ
坂
神
社
、
普
請

言
言
�
明
言
‥
詐
言
八
八
Ｌ
｛

二
八
八
一
｝
　
日
田
知
事
゛
ヽ
大
蔵
卿
に
任
命
さ
る
・
○
農
商
　
　
4
4

務
省
設
置
　
○
こ
の
頃
、
入
湯
客
増
加
。
東
ノ
湯
・
西
ノ
湯
と

も
に
年
間
二
万
五
〇
〇
〇
人
、
楠
湯
二
万
四
九
〇
〇
人
、
永
石

湯
二
万
二
四
一
〇
人
な
ど
（
昭
一
八
刊
『
別
府
市
誌
』
）
○
一

方
、
海
か
ら
の
湯
治
客
も
増
え
る
。
回
船
・
海
運
会
社
乱
立
、

競
争
激
化
す
る
。

　
明
治
十
五
年
　
○
全
国
的
に
農
村
疲
弊
、
社
会
不
安
起
き
る
。

隨
言
元
禄
袖
Ｈ
に
い
口
跡

欧
○
軍
人
勅
諭
出
さ
れ
る
。
○
戒
厳
令
布
告
○
速
見
郡
下
の

連
合
町
村
Ｉ
二
町
五
七
村
、
戸
数
一
万
三
四
五
一
戸
。
町
村
役

-



場
数
は
六
　
〇
浜
脇
の
漁
家
一
〇
七
戸
、
四
〇
一
人
。
別
府
同

一
八
戸
、
七
〇
人
。
網
元
数
軒
、
乗
り
子
約
二
〇
〇
人
（
以
上

「
県
統
計
書
」
）
○
別
府
学
校
改
築
、
開
校
式
に
西
村
県
令
、

長
渾
常
山
速
見
郡
長
臨
席
　
○
校
郷
に
別
府
学
校
の
分
校
置
く
。

　
明
治
十
六
年
　
○
新
聞
紙
条
例
改
正
、
検
閲
制
度
強
化
　
○
陸

百
計
言
パ
リ
‥
戸
川
リ
玩

新
築
完
工
　
○
速
見
郡
域
の
町
村
会
議
員
数
一
八
Ｏ
Ｏ
人
、
被

選
挙
権
者
総
数
一
万
八
九
六
人
（
「
県
統
計
書
」
）

　
明
治
十
七
年
　
○
内
務
省
、
四
、
五
百
戸
を
単
位
に
「
行
政
村
」

「
」
ユ
八
八
九
九
二

（
連
合
村
）
再
編
促
進
　
○
県
下
の
連
合
町
村

一
七
一
町
、
一
言
一
六
村
、
戸
数
一
五
万
一
五
二
〇
戸
、
町
村

役
所
六
六
二
へ
。
○
野
田
村
・
内
カ
マ
ド
村
・
亀
川
村
、
合
併

し
て
「
亀
川
村
」
と
な
る
。
役
所
は
蕩
耶
泉
内
に
。
○
こ
の
頃
、

全
国
で
貧
民
騒
動
、
反
政
府
騒
動
起
き
る
。
○
華
族
令
制
定

○
地
租
改
正
公
布
　
○
別
府
の
諸
村
で
も
税
金
滞
納
者
多
し

　
（
学
校
教
員
に
給
料
遅
配
）

　
明
治
十
八
年
　
○
太
政
官
政
府
廃
止
、
内
閣
制
へ
。
○
第
一
次

兄
付
記
員
Ｕ
リ
バ
リ
レ
バ

作
慣
行
調
査
（
全
国
）
実
施
　
Ｏ
「
速
見
郡
村
誌
」
公
刊
、
別

府
地
方
の
諸
村
（
平
道
・
内
カ
マ
ド
・
野
田
・
亀
川
・
鉄
輪
・

鶴
見
・
北
石
垣
・
南
石
垣
・
別
府
・
浜
脇
・
南
立
石
の
村
々
）

の
戸
数
は
二
九
六
六
戸
、
人
口
は
一
万
三
一
九
三
人
　
○
県
、

貸
座
敷
娼
妓
取
締
規
則
を
布
く
。
別
府
港
（
周
辺
）
を
営
業
免

許
地
に
指
定
、
芸
妓
一
八
六
人
、
娼
妓
一
ヱ
ハ
人
（
「
県
警
察

史
」
昭
和
十
八
年
刊
）

　
明
治
十
九
年
　
○
六
個
師
団
設
置
　
○
海
軍
鎮
守
府
（
呉
・
佐

言
訳
言
言
‥
ド
�
‥
い
づ
バ

ト
ン
号
事
件
発
生
（
日
本
人
乗
客
全
員
溺
死
）
　
○
世
論
起
り
、

政
府
条
約
改
正
を
急
ぐ
。
○
女
エ
ス
ト
頻
発

　
明
治
二
十
年
　
○
私
設
鉄
道
条
例
公
布
　
○
所
得
税
法
制
定

⑤
づ
言
昌
口
言
Ｌ
Ｈ
�
ド

例
改
正
で
治
安
取
締
強
化
　
○
県
、
宿
屋
取
締
規
則
を
布
く
。

　
明
治
二
十
一
年
○
市
制
及
び
町
村
制
施
行
　
○
枢
密
院
設
置

言
⑤
言
員
い
員
パ
リ
い

本
部
を
置
く
（
鎮
台
制
廃
止
）
○
こ
の
年
、
別
府
村
で
源
泉
調

査
。
内
湯
を
持
つ
家
は
米
屋
（
堀
腰
蔵
）
　
・
煙
草
屋
（
荒
金
猪

六
）
　
・
府
内
屋
（
日
名
子
太
郎
）
を
は
じ
め
、
国
東
屋
・
佐
伯

屋
・
中
津
屋
・
豊
前
屋
・
天
満
屋
・
若
松
屋
な
ど
十
数
軒
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（
「
別
府
市
誌
」
）

　
明
治
二
十
二
年
○
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
（
二
月
十
一
日
）

マ
ュ
ュ
ニ

１ ９ ４
０
づ
こ
ご
○
文
相
、
森
有
檀
、
暗
殺
さ
れ
る
。
○
東
海
道

線
、
全
線
開
通
○
市
制
町
村
制
施
行
（
四
月
一
日
）
○
県
達

で
町
村
区
域
、
名
称
、
役
所
の
位
置
確
定
を
指
示
。
旧
町
村
名

は
大
字
と
し
て
残
す
。
○
速
見
郡
下
の
合
併
町
村
状
況
資
料
１

二
町
（
杵
築
・
日
出
）
二
Ｉ
村
、
人
口
六
万
七
三
三
一
人
、
戸

数
一
万
三
八
二
四
戸
（
「
県
統
計
書
」
）
○
別
府
村
長
に
高

倉
駒
太
、
石
垣
村
長
に
矢
田
嘉
門
治
が
就
任
す
る
。

　
明
治
二
十
三
年
○
元
老
院
廃
止
　
○
教
育
勅
語
発
布
（
十
月
三

「
ユ
ル
八
七
七
づ
こ

十
日
」
○
第
一
回
帝
国
議
会
開
会
　
○
東
京
Ｉ

横
浜
間
に
電
話
開
通
　
○
第
一
回
衆
議
院
議
院
選
挙

言
㈹
ド
パ
に
に
‥
牡
に
八

　
二
八
九
三
）
布
く
・
別
府
町
長
に
引
き
続
き
高
倉
駒
太
ヽ
浜

脇
町
長
に
は
河
下
四
郎
就
任
。
○
簡
易
学
校
を
「
小
学
校
」
と

改
称
（
小
学
校
令
）
＝
明
治
二
十
五
年
　
○
同
二
十
六
年
十
月

の
大
台
風
で
別
府
埠
頭
と
船
舶
大
被
害
　
○
別
府
・
浜
脇
・
石

垣
の
二
町
一
村
組
合
立
で
就
業
年
限
三
年
の
高
等
小
学
校
が
で

き
る
（
「
北
小
六
十
年
史
」
）
　
○
鶴
輪
尋
常
小
学
校
を
朝
日

尋
常
小
学
校
と
改
称
（
「
朝
日
小
沿
革
史
」
）

　
〔
註
　
記
〕

（
一
）
　
拙
稿
シ
リ
ー
ズ
（
別
府
の
行
政
事
情
）
は
今
回
第
一
。
０

　
　
　
回
で
終
了
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
こ
の
「
行
政
関
係
年
表
」

　
　
　
は
明
治
全
期
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
都
合
（
家
事
と

　
　
　
健
康
上
）
に
よ
り
前
半
期
で
終
わ
り
ま
す
。
ご
寛
恕
下

　
　
　
さ
い
。

（
二
）
　
本
稿
は
筆
者
が
大
分
大
学
（
教
育
学
部
）
在
職
中
「
郷
　
　
　
一

　
　
　
土
史
」
セ
ミ
ナ
ー
の
一
環
と
し
て
講
義
し
た
県
行
政
　
　
4
6

　
　
　
（
政
治
）
史
、
地
方
自
治
成
立
史
、
温
泉
法
と
県
下
温
　
　
　
一

　
　
　
泉
地
の
沿
革
と
実
情
な
ど
で
使
用
し
た
原
稿
を
、
別
府

　
　
　
中
心
に
し
て
加
筆
し
た
も
の
で
す
。

（
三
）
　
本
号
ま
で
執
筆
内
容
に
つ
い
て
熱
心
な
会
友
か
ら
、
ま

　
　
　
た
地
元
の
大
学
生
か
ら
卒
業
論
文
に
と
の
こ
と
で
質
問

　
　
　
や
解
説
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
関
連

　
　
　
の
拙
著
と
発
表
論
文
（
出
典
）
を
次
に
掲
示
し
て
お
き

　
　
　
ま
す
。
大
分
大
学
図
書
館
・
教
育
学
部
教
育
研
究
所
、

　
　
　
県
立
図
書
館
資
料
室
、
別
府
市
立
図
書
館
な
ど
を
利
用



　
　
し
て
下
さ
い
。

　
『
大
分
県
史
（
近
代
編
一
～
四
）
』
（
通
算
第
一
六
～
フ
几
巻
）

　
・
「
「
明
治
前
期
の
県
政
」
　
「
地
方
自
治
制
度
の
確
立
」

　
・
「
「
明
治
後
期
Ｉ
警
察
と
犯
罪
と
裁
判
」
　
（
近
代
編
２
ブ

　
・
「
別
府
市
の
成
立
」
「
大
正
期
Ｉ
災
害
と
衛
生
行
政
」

　
な
ど
（
近
代
編
３
）

・
「
昭
和
前
期
ト
犯
罪
・
災
害
・
衛
生
」
な
ど
（
近
代
編

　
４
）

拙
著
「
学
習
憲
法
学
」
　
（
東
大
出
版
会
）

　
　
　
　
　
第
一
こ
早
「
地
方
自
治
」
　
（
四
四
五
～
四
七
〇
頁
）

温
泉
法
・
温
泉
権
関
係
の
拙
稿

・
「
温
泉
権
訴
訟
（
別
府
）
と
鑑
定
書
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
生
活
と
科
学
」
第
一
〇
号
）

・
「
最
近
の
別
府
に
お
け
る
温
泉
権
の
問
題
状
況
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
分
大
学
紀
要
第
三
巻
第
三
号
）

・
「
別
府
温
泉
の
法
社
会
学
的
考
察
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
生
活
と
科
学
」
第
一
言
万
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
ｋ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
　
ｌ

’
・
、
「
温
泉
行
政
」
　
（
昭
和
田
八
年
刊
『
別
府
市
誌
』
）

・
「
別
府
温
泉
に
お
け
る
集
中
管
理
構
想
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
分
県
温
泉
調
査
研
究
会
会
報
第
二
六
号
）

　
・
「
温
泉
と
地
熱
開
発
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
」
　
（
上
中
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
右
同
　
会
報
第
三
三
土
二
四
・
三
五
号
）

　
・
「
温
泉
権
紛
争
の
調
査
と
研
究
」
　
（
一
～
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
同
　
会
報
第
四
二
～
四
七
号
）

（
四
）
　
今
年
（
平
成
八
年
）
八
月
、
大
分
合
同
新
聞
社
の
創
立

　
　
　
記
念
事
業
と
し
て
『
大
分
県
歴
史
人
物
事
典
』
が
発
刊

　
　
　
さ
れ
ま
し
た
。
郷
土
の
別
府
地
区
で
業
績
を
遺
し
た
約

　
　
　
百
名
（
こ
の
う
ち
約
七
〇
名
を
筆
者
が
担
当
）
が
記
載

　
　
　
ざ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
郷
土
歴
史
研
究
の
上
で
参
考
に

　
　
　
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
な
お
筆
者
が
担
当
し
た
先
達
の
関
係
者
の
う
ち
、
記

　
　
　
載
内
容
で
不
備
や
間
違
い
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
一
報
願

　
　
　
い
ま
す
。
新
聞
社
で
は
Ｉ
〇
～
一
五
年
後
に
、
刊
行
後

　
　
　
亡
く
な
ら
れ
た
人
を
も
加
え
て
再
刊
の
予
定
が
あ
る
そ

　
　
　
う
で
す
。
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